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八王子市立甲ノ原中学校 

体罰防止基本方針 
 

 これからの現代社会を生きていくにあたって生徒たちは、予測困難で変

化の激しい時代を歩むことになります。そのような時代において、生徒た

ちが「未来の創り手」となり、社会を切り拓くために必要な資質・能力を

確実に身に付けさせる責任が教職員にはあります。 

甲ノ原中学校では、子供たちにとって「発達の課題」に関わる問題事象

に正面から向き合い、教職員一丸となり、生徒、保護者、地域の皆様から

信頼され、「未来の創り手」となる子供たちが光り輝くよう、「体罰を許さ

ない」という共通認識の下、教職員一人一人が子どもたちの心に寄り添う

指導を行っていきます。 

 

①体罰は絶対に許されない 

 

 

②体罰が起こる背景 

・多様な生徒に対する指導力の不足 

・体罰への親和性 

・体罰容認の意識、風土 

・感情を抑えられない 

・部活動指導等から生まれるおごり 

 

学校教育法第 11条  

校長及び教員は，教育上必要があると認めるときは，文部科学大臣の定め

るところにより， 児童，生徒及び学生に懲戒を加えることができる。 

ただし，体罰を加えることはできない。 

 

生徒の心身に深刻な悪影響を与えてしまう。 

教員及び学校への信頼を失墜させる行為である。 

力による解決への思考を助長してしまう。 

いじめや暴力行為などの土壌を生む恐れがある。 

 



③体罰によらない指導へ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④指導の基盤となる信頼関係づくり 

 

 

生徒に自己肯定感を与える 

「当たり前」の中に褒めるヒントを見つける 

 

 

 

共感的な人間関係を育成する 

教師の思いや考えを伝える前に子どもの気持ちを理

解することが先決 

 

 

 

自己決定の場を与え自己の可能性を開発援助する 

教員が決定や決めつけをせず、子どもに考えさせる 

 

 

甲ノ原中学校の目指す教職員像 

「認め、ほめ、励まし、伸ばす」をいつも心がけて指導 

学級づくりにおいて 

・生徒の良さを見つけ積極的に称

賛する 

・違いを認め合う場を重視する 

・落ち着いて過ごせる教室環境を

整備する 

 

授業において 

・授業規律を定着させる 

・授業の見通しをもたせる 

・視覚的な手掛かりを示す 

 

個別支援において 

・「困難」を感じている生徒の背景を理解する 



 


